
 

 

八千代市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」

という。）及び農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号。

以下「規則」という。）に基づき，八千代市農業委員会の委員（以下「農業委員」とい

う。）の推薦及び募集の手続等について，法令に規定するもののほか，必要な事項を

定める。 

（推薦及び応募の資格） 

第２条 農業委員として，推薦を受ける者及び募集に応募する者は，農業に関する識見

を有し，農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属す

る事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし，次の各号のいず

れかに該当する者は農業委員となることはできない。 

⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑵ 拘禁刑以上の刑（拘禁刑創設前は禁固以上の刑）に処せられ，その執行を終わる

まで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  ⑶ 法令等で兼職の制限がある者 

 ⑷ 八千代市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等 

 ⑸ 八千代市暴力団排除条例第９条に規定する暴力団又は暴力団員等と密接な関係

を有する者 

（推薦手続） 

第３条 農業者，農業者の組織する法人又は団体その他関係者が農業委員を推薦するに

当たっては，八千代市農業委員会の委員推薦申込書（個人用）（第１号様式）又は八

千代市農業委員会の委員推薦申込書（法人・団体用）（第２号様式）を市長に提出す

るものとする。 

（応募手続） 

第４条 農業委員の募集に応募する者は，八千代市農業委員会の委員応募申込書（第３

号様式）を市長に提出するものとする。 

 （欠格条項に関する申告等） 

第４条の２ 農業委員を推薦する者及び募集に応募する者は，前２条に規定する書類と

併せて当該者に係る欠格条項に関する申告書及び同意書（第４号様式）を市長に提出

するものとする。 

（公表） 

第５条 法第９条第２項及び規則第６条の規定による公表は，八千代市のホームページ

により行うものとする。 

（申込者の評価） 



 

 

第６条 市長は，農業委員に推薦を受けた者及び募集に応募した者（以下「申込者」と

いう。）の評価の公正性及び透明性を確保するための必要な措置として，八千代市農

業委員会の委員申込者評価委員会（以下「評価委員会」という。）に評価を求めるも

のとする。 

（農業委員の候補者の決定と任命） 

第７条 市長は，評価委員会の評価を尊重し，農業委員候補者を決定し，八千代市議会

の同意を得て，任命するものとする。 

（農業委員の補充） 

第８条 市長は，農業委員に欠員が生じた場合は，この要領に定める手続に基づき，補

充に努めなければならない。 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

 この要領は，平成２９年 ２月 ９日から施行する。 

   附 則 

  この要領は，令和 元年１２月１６日から施行する。 

   附 則 

  この要領は，令和 ５年 １月 ５日から施行する。 

   附 則 

  この要領は，令和 ８年 １月１３日から施行する。 


